
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。） 

新河端病院 理念 

    信頼信頼信頼信頼とととと安心安心安心安心のののの医療医療医療医療    
１．患者様に感動をしていただける医療を実践します 

１．患者様に選んでいただける病院づくりを実践します 

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。 

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院 

☆ の りが いま  ☆ 
3 月１１日（ ）１ に を として

しました、 日本 （ 方 平 ） の
として、当院では を し、 様からの

を らせていた いております。 
様からお せいた きました は、3月末日と5月末

日に一 回 し、日本 送 いたしました。 
5 月末日 で、 様からお せいた きました
は ２ １、７００ となっております。 の 様のご
とご 、 に りがとうご いました。またこの中には、当院

からの させていた いております。 
引き続き院内 3 に を しており、 続して

に たらせていた きます。 
の一日 い ・ をお り申し ます。 

☆ 病院からのお知らせ ☆ 
７月３１日が有効期限の保険証・受給者 
証等をお持ちの患者様は、お手元に届きま 
したら、受付にて新しい有効期限の保険証 
等をご提示下さいますようお願い致します。 
 
☆ 健康保険証について ☆ 
当院では月一回の保険証の提示をお願いしています。 
健康保険証の提示は本来、 保険 保
険 当規 の規定により、来院 に せていた の
が いのですが、 月一回の にさせていた いており
ます。なお、コピーでの提示はお受けできません。 
受給資格が変わられた場合などは、必ずお申し出下さい。 

☆ 乙訓特定健診が始まります ☆ 
７月１１日より乙訓特定健診が始まります。 

期間： 
平成２３ ７月１１日（月） １０月３１日（月） 

※ にご に送付されております「受診 」およ  
「受診票」と「健康保険証（お忘れになると受診できませ 
ん）」をお持ち下さい。 

受けられる日： 
月曜日から土曜日の朝診にお越し下さい。 

（ の は です。） 
： 

1,０００円です。 
（ により が の方 おられます。 し  

はお住まいの市町にお問い合わせ下さい） 
平成２３ の 検診 
（実施期間は特定健診と同じです） 
・ 肝炎ウイルス検診 

受診対象の方には市町より受診票が送られてきます。 
（ は りません） 

・ がん検診 
の される の方で、 は 

２００円です。 
・ 大腸がん検診 

０ の方で、 は ００円です 
・  生活機能評価 

対象となる方には市町より様式が送られてきます。 
こちらの期間は平成 23 7 月 1 日（ ） 平成 24 

2 月 29 日（水）となっておりますのでご注意下さい。 


